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【添付書類】

事　業　報　告

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（2019年４月１日から2020年３月31日まで）におけるわが国経済は、
企業収益や雇用環境の改善などを背景として緩やかな回復基調が持続していた中で、米
中の経済摩擦の激化や英国のＥＵ離脱に加えて、新型コロナウイルス感染症の世界的大
流行の影響により、足元で大幅に下押しされ先行きの不透明感が急速に広がり、厳しい
状況になっております。
　当社グループの中核事業が属するアパレル小売業界におきましては、同業他社や他業
態との競争激化が進む中、消費者の節約志向は依然として根強く継続しているものと思
われ、引き続き厳しい経営環境が続いております。
　このような市場環境の下、当社グループの中核事業であるアパレル事業におきまして
は、商品の企画・生産の精度向上、自社ＥＣサイトのリニューアルやアプリ・ＳＮＳ戦
略を強化するなどの進化を図るとともに、新しい顧客層に向けたブランドをオープンす
るなど新しい取り組みも開始いたしました。しかしながら、春先の不安定な天候、夏か
ら秋にかけての記録的な大雨や度重なる台風の接近・上陸、冬季においては記録的な暖
冬となるなどの天候の影響を受けて、アパレルの季節性商品の販売計画が想定を下回る
進捗となりました。さらに2020年２月以降においては、新型コロナウイルスの世界的な
感染拡大が起こり、日本国内においても感染が拡大する中、政府・地方自治体の緊急事
態宣言が発令され、全国民を対象とする外出自粛要請、百貨店やショッピングセンター
など多くの小売店舗の休業や営業時間短縮など過去に類をみない事態が発生いたしまし
た。この新型コロナウイルス感染拡大の影響により、アパレル事業においては、中国や
イタリアなど海外からの仕入商品の納期遅延が発生し仕入計画に大きな狂いが生じ、ま
た、消費者の外出自粛による購買意欲の低下、来店客数の激減、店舗の休業など大きな
影響を受けました。
　ジュエリー事業におきましては、新商品投入や経営改善の効果により上半期は好調に
推移しておりましたが、消費税増税の影響を受けて苦戦いたしました。そして、2020年
２月以降は、新型コロナウイルス感染拡大による休業による影響を受けて厳しい状況と
なりましたが、それでも上半期の好調が奏功し、当社グループに参画して以来初めて通
期で営業黒字を計上することができ、前期を大きく上回る業績となりました。
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　トイ事業におきましては、依然として厳しい経営環境の中で、主要取引先との良好な
関係を継続することに努め、また、新規開拓も行ったことにより、好調を維持すること
ができました。年度末には、中華圏における新型コロナウイルス感染拡大により、商品
生産工場が稼働停止し出荷遅延が発生するなどの影響を受けましたが、現在は回復して
きております。
　以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上収益は7,871百万円（前期比
13.8％増加）、営業損失は71百万円（前期は営業損失179百万円）、親会社の所有者に帰
属する当期損失は169百万円（前期は親会社の所有者に帰属する当期損失268百万円）と
なりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

（アパレル事業）
　アパレル事業は、当社及び連結子会社であるナラカミーチェジャパン株式会社が行っ
ている事業であり、当期においては、連結子会社化したナラカミーチェジャパン株式会
社の加入により売上収益は前期を上回る数値となっておりますが、不安定な天候の影響
や新型コロナウイルスの影響により、利益については前期を下回る結果となりました。
　以上の結果、当連結会計年度のアパレル事業の売上収益は5,540百万円（前期比25.9％
増加）、営業利益は53百万円（前期比79.5％減少）となりました。

（ジュエリー事業）
　ジュエリー事業は、連結子会社である株式会社トレセンテが行っている事業であり、
婚約指輪・結婚指輪等のブライダルジュエリーを中心とする宝飾品の販売を行っており
ます。当期においては、新商品投入や経営改善の効果により上半期は好調に推移してお
りましたが、消費税増税の影響を受けて苦戦いたしました。そして、2020年２月以降は、
新型コロナウイルス感染拡大による休業による影響を受けて厳しい状況となりましたが、
それでも上半期の好調が奏功し、当社グループに参画して以来初めて通期で営業黒字を
計上することができ、前期を大きく上回る業績となりました。
　以上の結果、当連結会計年度のジュエリー事業の売上収益は1,168百万円（前期比
10.7％増加）、営業利益は156百万円（前期は営業損失84百万円）となりました。

（トイ事業）
　トイ事業におきましては、少子化や消費者ニーズの多様化、中華圏における人件費の
高騰という、依然として厳しい環境にはありますが、主要取引先との良好な関係を継続
することに努め、また、新規開拓も行ったことにより、好調を維持することができまし
た。年度末には、中華圏における新型コロナウイルス感染拡大により、商品生産工場が
稼働停止し出荷遅延が発生するなどの影響を受けましたが、現在は回復してきておりま
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す。
　以上の結果、当連結会計年度のトイ事業の売上収益は1,129百万円（前期比17.9％減
少）、営業利益は44百万円（前期比56.9％減少）となりました。

（コンサルティング事業）
　コンサルティング事業におきましては、物流支援業務、ＥＣ事業推進支援等のコンサ
ルタント業務を行っております。
　以上の結果、当連結会計年度のコンサルティング事業の売上収益は32百万円（前期比
62.2％減少）、営業損失は２百万円（前期は営業利益6百万円）となりました。

(4) 対処すべき課題
　当社グループでは顧客の嗜好をとらえ、他社との競合において比較優位に立ち、持続
的に成長するため、以下の内容を対処すべき課題としてとらえ、その対応に取り組んで
まいります。

① 商品企画力の更なる向上
　当社グループの中核事業であるアパレル事業では、商品のほとんどをインター
ネット通信販売、特にスマートフォンを通じた通信販売により、顧客に提供して
いるという特徴はございますが、この中核事業を持続的に成長させていくために
は、事業の基本となる商品がやはり重要であると認識しており、お客様の求める
商品を提供する「商品企画力」こそが重要な課題であると考えております。「カ
ワイイ、カッコイイ」といったデザイン面はもちろんのこと、トレンドや季節・
時期と適合性のあるシーズン商品、逆に季節に左右されない定番商品、また、広
く多くのお客様に選んでいただけるヒット商品などをより多く企画できる力をさ
らに磨きこんでいく必要があると考えております。さらに、お客様に選ばれる高
付加価値の商品及びブランドの開発・成長にも注力をしてまいりたいと考えてお
ります。したがいまして、商品企画部門の強化とともに、市場調査や情報収集に
さらに力を入れて顧客の求めるものを継続的に追求し、商品企画力をさらに向上
させていく方針であります。
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② ＭＤ（マーチャンダイジング）の強化
　上記①の商品企画力の強化も重要なことではありますが、顧客の求める商品を、
いつ、どこで、いくらで、どれくらいの数量で仕入れ・販売するのかを判断する
ＭＤ（マーチャンダイジング）部門の強化も非常に重要であり、アパレル事業の
持続的・安定的な成長のための重要な課題であると認識しております。このＭＤ
部門の強化により、プロパー商品の消化率が向上し利益率の向上にもつながるも
のと考えます。
　したがいまして、当社グループにおきましては、ＭＤ部門の人員の確保・育成
に努めるとともに、ＡＩなどの最先端のテクノロジーの導入も積極的に検討を進
めてまいる方針であります。

③ 販売力の強化
　商品企画力、ＭＤの強化とともに、販売力の強化も当社グループのアパレル事
業において重要な要素であると考えております。ＥＣ（イーコマース）サイトを
主な販路とする当社においては、いかに多くのお客様をＥＣサイトに呼び込み、
サイト上でいかに商品の良さを伝えられるかということが非常に重要であると考
えております。デジタルマーケティングやＳＥＯ対策の再強化により多くのお客
様に当社グループのＥＣサイトにアクセスしていただき、アクセスしていただい
たお客様に対しては、見ているだけでわくわくするような、そして、より楽しん
でお買い物をしていただけるようなサイトになるようにビジュアル面の再強化に
努めてまいる方針であります。また、多様化するお客様の消費行動に対応すべく、
ＳＮＳを強化すること等によりお客様とのコミュニケーションを増やし、多くの
お客様にアクセスしていただくための仕組みも大幅に刷新してまいる方針であり
ます。

④ 品質管理体制の強化
　当社グループの販売する商品は、一般のお客様向けの商品であるため、品質管
理の徹底に努めることが、顧客満足度の向上・リピート率の向上に直結し、当社
グループの持続的な発展のために重要な課題であると認識しております。当社グ
ループといたしましては、より良い品質管理手法の構築や担当部門の能力向上策
を検討していく方針であります。
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⑤ 優秀な人材の確保、育成
　継続的な成長の原資である人材は、当社グループにとって最も重要な経営資源
と認識しております。当社グループの商品企画力やその他業務の遂行能力を維持
し、継続的に発展、強化していくために優秀な社員を継続的に雇用し、その成長
機会を提供し、事業規模を拡大させる人材を確保、育成する必要があります。
　また人的基盤を強化するために、教育・育成、研修制度（管理職向け、中堅社
員向け、新入社員向け）及び人事評価制度の充実等の各種施策を進める方針であ
ります。

⑥ コンプライアンス体制の強化
　近年、企業活動においてはより高い倫理観が求められており、コンプライアン
ス上の問題は経営基盤に重大な影響を及ぼすものであると考えております。お客
様や社会からの信頼性向上のため、今後もコンプライアンス体制の強化を図って
いく方針であります。

⑦ 継続企業の前提に関する重要事象等
　当社グループは、当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症により
中国生産工場の停止により商品調達の遅延などが発生し、営業損失及び当期損失
を計上し、また、金融機関からの借入金におけるコベナンツ（財務制限条項）の
抵触による返済条項の履行の困難性が見込まれ、複合的に勘案した結果、前連結
会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況が見受けられます。
　しかしながら、金融機関からの新規の借入による資金調達や来期の業績改善施
策の実行、更には親会社からのファイナンス支援の実行並びに新株予約権の行使
により資本の増強を図ることにより、当該事象及び状況は解消される見込みであ
ることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断して
おります。

－ 5 －

対処すべき課題



(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分

国際財務報告基準（IFRS）

第20期
2017年３月期

第21期
2018年３月期

第22期
2019年３月期

第23期
2020年３月期

(当連結会計年度)

売 上 収 益 (千円) 3,096,613 5,075,559 6,917,638 7,871,838

営業利益又は損失(△) (千円) △140,649 583,481 △179,449 △71,159

親会社の所有者に帰属する
当 期 利 益 又 は 損 失 ( △ )

(千円) △165,588 544,133 △268,177 △169,870

基 本 的 １ 株 当 た り
当期利益又は損失(△)

( 円 ) △15.61 51.29 △23.67 △14.46

資 産 合 計 (千円) 1,136,347 2,330,435 4,026,189 3,684,191

資 本 合 計 (千円) △464,200 74,877 559,683 376,133

区 分

日本基準

第20期
2017年３月期

売 上 高 (千円) 3,107,272

経 常 損 失 ( △ ) (千円) △165,855

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) △169,502

１ 株 当 た り
当 期 純 損 失 ( △ )

( 円 ) △31.96

総 資 産 (千円) 1,122,287

純 資 産 (千円) △432,636

１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 ) △81.57
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(注)１　１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式数に基づき算出しております。

２　１株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づき算出しております。

３　第21期より国際財務報告基準(IFRS)に準拠して連結計算書類を作成しております。また、参考までに

第20期の諸数値は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した数値を記載しております。

４　2017年７月１日付で普通株式１株を２株に分割しています。これに伴い、国際財務報告基準(IFRS)に

ついては、第20期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的１株当たり当期利益又は損失(△)

を算定しています。

(7) 主要な事業内容
①アパレル事業

　主に自社企画を行い、生産管理までを一貫して行った衣料品を中心としたファッション
関連商品をインターネット及びモバイルショッピングサイト「夢展望」により販売を行っ
ており、イタリアブランド「ナラカミーチェ」のシャツ、ブラウスを中心とする衣料品
を、百貨店等において販売を行っております。

②ジュエリー事業

　婚約指輪・結婚指輪等のブライダルジュエリーを中心とする宝飾品の販売を行ってお
り、札幌から福岡までの主要都市において、路面店やファッションビル、ホテルなどへ出
店しているテナント店を11店舗を展開しております。

③トイ事業

　国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を主に中国の協力工場より仕入れ、玩
具メーカー向けに販売しております。

④コンサルティング事業

　物流管理業務、ＥＣ事業推進支援等のコンサルタント業務を行っております。
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(8) 主要な事業所
①当社（2020年３月31日現在）

名 称 所 在 地

本 社 大阪府池田市石橋三丁目２番１号

青 山 オ フ ィ ス 東京都港区南青山二丁目10番11剛　Ａ青山ビル４Ｆ

物 流 セ ン タ ー 千葉県柏市大島田二丁目18番地６　ＧＬＰ柏Ⅱ　３Ｆ

②子会社（2020年３月31日現在）

名 称 所 在 地

株 式 会 社 ト レ セ ン テ 東京都中央区新川二丁目15番11号

ナラカミーチェジャパン株式会社 東京都渋谷区神宮前五丁目42番13号

夢新開發（香港）有限公司 中国香港

夢展望貿易（深圳）有限公司 中国広東省

(9) 従業員の状況
①企業集団の従業員数（2020年３月31日現在）

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

264名 3名減

(注)　従業員数は正社員人数であり契約社員、臨時従業員（派遣社員・アルバイト・パート）は含んでおりま

せん。

②当社の従業員数（2020年３月31日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

男 性 26名 ４名減 42.6歳 5.90年

女 性 36名 ７名増 34.0歳 5.24年

合計又は平均 62名 ３名増 37.6歳 5.52年

(注)　従業員数は正社員人数であり契約社員、臨時従業員（派遣社員・アルバイト・パート）は含んでおりま

せん。

－ 8 －

主要な事業所、従業員の状況



　 (10) 主要な借入先（2020年３月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

借 入 先 借 入 残 高

株式会社りそな銀行 1,276,199

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 936,000

株式会社商工組合中央金庫 14,966

株式会社三井住友銀行 9,833

株式会社みなと銀行 5,000

株式会社紀陽銀行 5,000

株式会社百十四銀行 5,000

合 計 2,251,999

(注)ＲＩＺＡＰグループ株式会社からの借入については、その他資本性金融商品600,000千円を含めております。
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２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 16,600,000株
(2) 発行済株式の総数 11,748,000株
(3) 株主数 7,622名
(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ＲＩＺＡＰグループ株式会社 8,330,400株 70.91％

岡 　 隆 宏 541,600株 4.61％

田 中 啓 晴 144,000株 1.23％

岡 　 美 香 72,000株 0.61％

岡　　　諒一郎 36,000株 0.31％

岡　　　駿志郎 36,000株 0.31％

田 中 祐 司 20,000株 0.17％

山 田 恵 司 17,000株 0.14％

楽天証券株式会社 14,200株 0.12％

飯 島 　 徹 14,000株 0.12％

(注)　大株主は、2020年３月31日現在の株主名簿によるものであります。

３．会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度末日における当社役員が保有している新株予約権の状況

　該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人及び当社子会社の役員及び使用人に交付した新株予約権の状
況

　該当事項はありません。
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５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人
(注)　当社の重要な子会社の中には、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法

人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受
けている海外の子会社があります。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 32,000千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

32,000千円

(注)１　監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

会計監査人の監査計画の内容、報酬の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に

つき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査

の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計

監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決
定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す
ると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会に
おきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
Ⅰ．業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役会において、内部統制システムの基本方針を下記のとおり決議しておりま
す。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ企業倫理の遵守及

び社会的責任を果たすため、当社は「企業倫理行動指針」及び「コンプライアンス規
程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底させる。また、コンプライアンス上の重要
な問題を審議するために、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を
設置することにより、コンプライアンス体制の構築、維持を図り、法令等に違反する
行為、違反の可能性のある行為又は不適切な取引を未然に防止し、取締役及び使用人
の法令遵守体制の強化を図る。

（２）当社は、法令や社内諸規程等に反する疑いのある行為等を従業員が通報するための
内部通報制度を設置するとともに「内部通報制度運用規程」を定め、法令や社内諸規
程等に反する行為等を早期に発見し、是正するとともに、再発防止策を講じる。

（３）内部監査室は、「内部監査規程」に基づく内部監査を通じて、各部門のコンプライ
アンスの状況、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、定期的に取締役及び監査
等委員会に報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「情報管理規程」、

「個人情報保護規程」の諸規程に基づき、保存媒体に応じて秘密保持に万全を期しな
がら、適時にアクセス可能な検索性の高い状態で保存・管理する体制を確立する。

（２）取締役は、常時これらの保存文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の当社経営に

重大な影響及び損失を及ぼす危険を、全社横断的に把握し、適正に管理・対処してい
くため、「リスク管理規程」を定め、取締役及び使用人に周知徹底する。

（２）経営危機が発生したときには、リスクを総合的に認識・評価・管理する組織体とし
て、代表取締役社長を本部長とする「対策本部」を直ちに設置し、会社が被る損害を
防止又は最小限に止める。

（３）事業活動に伴う各種のリスクについては、それぞれの主管部門及び各種のリスクを
管理する規程を定めて対応するとともに、必要に応じて専門性を持った会議体で審議
する。主管部門は、関係部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上
を図る。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を月１回定

時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。また、当社の経営
方針及び経営戦略に関わる重要事項についても、必要に応じて各部門責任者から報告
を求め、個別事項の検討を進め、最終的には取締役会の審議を経て、法令で定められ
た決議事項のほか、取締役の職務執行が効率的に行われるよう適時に経営に関する重
要事項を決定・修正するとともに、取締役会を通じて個々の取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の業務執行が効率的に行われているかを監督する。

（２）「取締役会規則」、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等を定
めることにより、取締役と各部署の職務及び責任の明確化を図る。また、「取締役会
規則」及び「職務権限規程」により、取締役会に付議すべき事項、各取締役で決裁が
可能な範囲を定め、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。

（３）迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、各部門に担当取締役を置く。担当取
締役は、担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会決議事項の進捗管理を行う。

５．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

（１）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　子会社の業務に関する重要な情報については、報告責任のある取締役が定期的又は
適時に報告して、取締役会において情報共有ならびに協議を行う。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、子会社を管理する主管部門を「関係会社管理規程」において管理本部と定
め、子会社の事業運営に関する重要な事項について、管理本部は子会社から適時に報
告を受ける。また、当社及び当社の子会社のリスク管理について定める「リスク管理
規程」を策定し、同規程に従い、子会社を含めたリスクを統括的に管理する。

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は必要に応じて、当社の取締役及び使用人の中から相応しい者を、子会社の取
締役として任命・派遣し、各社の議事等を通じて、当社及び当社の子会社全体の業務
の適正な遂行を確保できるようにする。

（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
①当社及び当社の子会社全体として、企業倫理遵守に関する行動をより明確に実践し
ていくため、「企業倫理行動指針」を当社のみならず当社の子会社においても適用
し、当社及び当社の子会社の取締役及び使用人に周知徹底させる。

②内部監査室は、当社及び当社の子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を監査す
る。内部監査の結果は、取締役及び監査等委員会に報告する。
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（５）その他の企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社及び当社の子会社は、経営の自主性及び独立性を保持しつつ、当社の親会社及
び親会社の子会社（以下「親会社等」という）を含む企業集団全体の経営の適正かつ
効率的な運営に貢献するため、また、グループ経営の一体性確保のため、親会社の指
揮のもと、当社経営陣と親会社等経営陣による連絡会議を定期的に行う。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

（１）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人については、監査等委員会の職
務を補助すべき者（以下「監査等委員会補助者」という）として相応しい者を任命す
ることとする。監査等委員会補助者の職務の独立性・中立性を担保するため、監査等
委員会補助者の選定、解任、人事異動、賃金等については全て監査等委員会の同意を
得た上でなければ取締役会で決定できないものとするとともに、監査等委員会補助者
の評価は監査等委員会が独自に行うものとする。

（２）監査等委員会補助者は業務の執行にかかる役職を兼務してはならない。
（３）監査等委員会補助者は、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、その旨を当社の

役員及び使用人に周知徹底する。

７．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が監査等委員会に報告するた
めの体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的
に行われることを確保するための体制

（１）当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社の子会社
の取締役、監査役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項につ
いては、速やかに監査等委員会に報告する体制を整備する。

（２）重要な意思決定の過程及び業務の執行体制を把握するため、監査等委員である取締
役は取締役会のほか、重要な会議に出席する。また、監査等委員会から要求のあった
文書等は随時提供する。

（３）監査等委員会への報告を行った当社及び当社の子会社の役員及び使用人に対し、当
該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社
の子会社の役員及び使用人に周知徹底する。

（４）監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は債務の処理に係る請
求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監
査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は
債務を処理する。

－ 14 －

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要



８．財務報告の信頼性を確保するための体制
（１）適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「経理規程」等の

経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効
性向上を図る。

（２）内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。監査を受けた部門は、
是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

９．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
（１）当社は、「企業倫理行動指針」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反

社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、取締役及び使用人の意識向上を図る
とともに、「反社会的勢力対応業務マニュアル」を定め、取引先の選定にあたっては、
可能な限り情報を収集し、反社会的勢力及び団体との無関係性を確認する。

（２）反社会的勢力及び団体に対処するにあたっては、所轄警察署、公益財団法人大阪府
暴力追放推進センター、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求
等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応する。

Ⅱ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　上記に掲げた業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであり
ます。
１．取締役会は毎月１回の定時取締役会、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、取締役

全員出席のもと、法令で定められた事項や経営に関する重要事項の審議・決定・監督の
ほか、定時取締役会においては、各部門からの月次報告を受け、分析・対策の審議等を
行いました。

　当事業年度におきましては、取締役会を33回開催しております。
２．監査等委員である取締役は、監査等委員会を毎月１回、また必要に応じて臨時で開催し、

監査等委員全員出席のもと、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、内部監査室
及び各部署の責任者より会社状況の報告を受け、取締役の職務執行、法令・定款等の遵
守状況について監査いたしました。

　当事業年度におきましては、監査等委員会を13回開催しております。
３．コンプライアンス委員会では、代表取締役社長である委員長をはじめ、取締役全員出席

のもと、当社及び子会社に関するコンプライアンス上の問題について、審議や対策の決
定等を行い、法令遵守体制の強化に努めました。

４．内部監査室は、財務報告の信頼性確保、また業務の適正性監査等のため、内部監査計画
に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。

５．親会社グループ経営の一体性確保のため、当社経営陣と親会社等経営陣による連絡会議
を定期的に実施いたしました。
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連　結　財　政　状　態　計　算　書

(2020年３月31日現在)

(単位：千円)

資 産 負 債

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 3,148,207 流動負債 2,810,404

現金及び預金 859,595 営業債務及びその他の債務 441,219

営業債権及びその他の債権 543,116 有利子負債 1,902,459

棚卸資産 1,660,480 未払法人所得税 2,383

その他の流動資産 85,014 引当金 144,467

非流動資産 535,984 その他の流動負債 319,873

有形固定資産 102,225 非流動負債 497,653

無形資産 148,053 有利子負債 206,624

その他の非流動資産 285,705 引当金 149,034

繰延税金負債 52,854

その他の非流動負債 89,139

負債合計 3,308,057

資 本

親会社の所有者に帰属する持分 376,133

資本金 475,012

資本剰余金 442,770

その他資本性金融商品 600,000

利益剰余金 △1,115,249

自己株式 △85

その他の資本の構成要素 △26,313

資本合計 376,133

資産合計 3,684,191 負債・資本合計 3,684,191
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連　結　損　益　計　算　書

(2019年４月１日から2020年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売上収益 7,871,838

売上原価 3,932,272

売上総利益 3,939,566

販売費及び一般管理費 3,915,003

その他の収益 32,586

その他の費用 128,309

営業損失 71,159

金融収益 214

金融費用 104,201

税引前当期損失 175,146

法人所得税費用 △5,275

当期損失 169,870

当期損失の帰属

親会社の所有者 169,870
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連　結　持　分　変　動　計　算　書

(2019年４月１日から2020年３月31日まで)

(単位：千円)

親会社の所有者に帰属する持分

注記 資本金
資本
剰余金

その他
資本性

金融商品

利益
剰余金

自己株式
その他の
資本の
構成要素

合計
資本
合計

2019年４月１日残高 475,012 442,770 - △349,792 △72 △8,234 559,683 559,683

会計方針の変更 △608,432 △608,432 △608,432

修正再表示後の残高 475,012 442,770 - △958,224 △72 △8,234 △48,748 △48,748

当期損失(△） △169,870 △169,870 △169,870

その他の包括利益 △5,234 △5,234 △5,234

当期包括利益合計 - - - △169,870 - △5,234 △175,104 △175,104

自己株式の取得 △12 - △12 △12

新株予約権の失効 9,161 △9,169 - -

その他資本性金融商品
の発行

600,000 - 600,000 600,000

利益剰余金への振替 3,683 △3,683 - -

所有者との取引額等合計 - - 600,000 12,845 △12 △12,845 599,987 599,987

2020年３月31日残高 475,012 442,770 600,000 △1,115,249 △85 △26,313 376,133 376,133
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

連結計算書類の作成基準
　当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際財務報告
基準（以下「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、
IFRSにより求められる開示事項の一部を省略しております。

連結の範囲に関する事項
　すべての子会社を連結しております。

・連結子会社の数　　　　　　４社
・連結子会社の名称

ナラカミーチェジャパン株式会社
株式会社トレセンテ
夢新開發（香港）有限公司
夢展望貿易（深圳）有限公司

会計方針に関する事項
（１）資産の評価基準及び評価方法

①金融資産
(ⅰ)当初認識及び測定

　当社グループは、金融資産を当該金融資産の契約当事者となった時点で当初認識してお
ります。
　当初認識時において、すべての金融資産は公正価値で測定しておりますが、純損益を通
じて公正価値で測定する金融資産に分類されない場合は、当該公正価値に金融資産の取得
に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。純損益を通じて公正価値
で測定される金融資産の取引費用は、純損益に認識しております。

(ⅱ)分類及び事後測定
　当社グループは、金融資産を、償却原価で測定する金融資産と、純損益又はその他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類し、当初認識時にその分類を決定して
おります。
　当社グループが保有する金融資産のうち、次の条件がともに満たされる場合には、償却
原価で測定する金融資産に分類しております。

 

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする
事業モデルの中で保有されている。

 

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッ
シュ・フローが所定の日に生じる。
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　償却原価で測定する金融資産については、当初認識後、償却原価で測定しております。
　また、償却原価で測定する金融資産以外の金融商品は、公正価値で測定する金融資産に
分類しております。公正価値で測定する金融資産は、その他の包括利益を通じて公正価値
で測定するか、純損益を通じて公正価値で測定するかを指定し、継続的に適用しておりま
す。
　公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると
指定したものについては、公正価値の変動額をその他の包括利益として認識しており、純
損益を通じて公正価値で測定すると指定したものについては純損益として認識しており
ます。なお、当該資産からの配当金については、金融収益として認識しております。

(ⅲ)金融資産の減損
　償却原価で測定される金融資産等に係る減損については、当該金融資産に係る予想信用
損失に対して貸倒引当金を認識しております。
　当社グループは、各報告日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著し
く増大したかどうかを評価しております。
　ただし、営業債権については、簡便的に過去の信用損失及び現在把握している定性的な
要因に基づいて、全期間の予想信用損失を認識しております。

(ⅳ)金融資産の認識の中止
　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した
場合、又は当社グループが金融資産を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価
値のほとんどすべてを移転する場合に金融資産の認識を中止しております。

②棚卸資産
　棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で測定しております。正味実現
可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する原価の見積額及
び販売に要する費用の見積額を控除した額であります。原価は、購入原価、加工費、現在
の場所及び状態に至るまでに発生したすべての費用を含んでおり、主として総平均法に基
づいて算定しております。

（２）資産の減価償却または償却の方法及びその他の事項
①有形固定資産
　有形固定資産は、各構成要素の見積耐用年数にわたって主として定額法で減価償却を行
っております。有形固定資産の主な見積耐用年数は、次のとおりであります。
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・建物及び構築物　　　３～18年
・工具、器具及び備品　３～20年

　なお、減価償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、毎決算期末日に見直しを行い、変

更があった場合は会計上の見積りの変更として、見積りを変更した会計期間及び将来の会
計期間に向かって適用しております。

②無形資産
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されております。
　無形資産は、当初認識後、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得
原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されております。
　無形資産の主な見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウエア　　　　　　　　５年

　なお、償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、毎決算期末日に見直しを行い、変更が
あった場合は会計上の見積りの変更として、見積りを変更した会計期間及び将来の会計期
間に向かって適用しております。

③リース
　当社グループが借手となる契約がリースであるか又はリースを含んでいる場合、短期リ
ース又は少額資産のリースを除き、使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計
上しております。短期リース及び少額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわた
り規則的に費用として認識しております。
　使用権資産の測定においては原価モデルを採用しております。使用権資産は、リース負
債の当初測定額に前払リース料等を調整した額で当初の測定を行い、リース期間にわたり
規則的に減価償却を行っております。使用権資産は連結財政状態計算書上、有形固定資産
及び無形資産に含めて表示しております。
　リース負債は、支払われていないリース料の割引現在価値で測定しております。リース
料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返済額とに配分しております。リース
負債は連結財政状態計算書上、有利子負債に含めて表示しております。

④非金融資産の減損
　有形固定資産及び無形資産等の非金融資産について、毎決算期末日に各資産に対して減
損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合には、減損テストを実施
しております。個別にテストできない資産は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・
インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループ（資
金生成単位）に統合し、その属する資金生成単位（又はそのグループ）ごとに減損テスト
を実施しております。

－ 21 －

連結注記表



　個別資産又は資金生成単位（又はそのグループ）の回収可能価額は、個別資産又は資金
生成単位（又はそのグループ）の処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方
の金額で算定しております。個別資産又は資金生成単位（又はそのグループ）の帳簿価額
が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損損失を認識し、回収可能価額まで
評価減しております。使用価値の算定における見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時
間価値に関する現在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率
を使用して、現在価値まで割り引いております。
　過年度に認識された減損損失について、決算期末日において、減損認識時の回収可能価
額の算定に使用した想定事項に変更が生じた場合等、損失の減少又は消滅の可能性を示す
兆候が存在しているかどうかについて評価を行っております。そのような兆候が存在す
る場合は、当該資産又は資金生成単位（又はそのグループ）の回収可能価額の見積りを行
い、その回収可能価額が、資産又は資金生成単位（又はそのグループ）の帳簿価額を超え
る場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかったと仮定した場
合の減価償却又は償却控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として減損損失を戻
し入れることとしております。

（３）引当金の計上基準
　当社グループが過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、当該
債務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務
の金額について信頼性のある見積りができる場合に、引当金を認識しております。
　資産除去債務については、賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原
状回復実績及び事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間
等を基礎として、各物件の状況を個別具体的に勘案して見積り、認識及び測定しておりま
す。
　確定購入契約引当金については、イタリアのブランド元との確定購入契約の履行に伴
い、将来発生が見込まれる費用を直近の商品消化率実績により合理的に見積り、認識及び
測定しております。

（４）従業員給付に係る会計処理の方法
①短期従業員給付
　短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で
費用として処理しております。
　賞与及び有給休暇費用については、従業員から過年度及び当年度に提供されたサービス
の対価として支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつその金額を信頼性
をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われる将来給付額を負
債として処理しております。
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②退職後給付
　当社グループでは、確定給付型の退職年金及び退職一時金制度を設けております。
　確定給付型制度に関連する債務の現在価値は、制度ごとに区別して、従業員が過年度及
び当年度において提供したサービスの対価として獲得した将来給付額を見積り、当該金額
を現在価値に割り引くことによって算定しております。この計算は、毎年、年金数理人に
よって予測単位積増方式を用いて行っております。
　連結財政状態計算書で認識されている負債（資産）の額は、確定給付制度の債務の現在
価値から制度資産の公正価値を差し引いた金額に対して、利用可能な経済的便益を検討の
上、必要に応じて資産上限額に関する調整を行うことにより測定しております。
　割引率は、当社グループの確定給付制度債務と概ね同じ期間を有する信用格付AAの社債
の、期末日の利回りを使用しております。
　確定給付負債（資産）の純額に係る利息費用については、金融費用として純損益に認識
しております。
　制度の改訂による従業員の過去の勤務に係る確定給付制度債務の増減は、発生時に純損
益として認識しております。
　当社グループは、確定給付型制度の給付債務及び制度資産の再測定による負債（資産）
の増減をその他の包括利益で認識し、累積額は直ちに利益剰余金に振り替えております。

（５）外貨換算の方法
①機能通貨及び表示通貨
　当社グループの連結計算書類は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としておりま
す。またグループ内の各社は、それぞれ独自の機能通貨を定めており、各社の取引はその
機能通貨により測定しております。

②外貨建取引
　外貨建取引は、取引日における為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算してお
ります。外貨建の貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再換算してお
ります。公正価値で測定される外貨建の非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の測定日
における為替レートで機能通貨に換算しております。
　これら取引の決済から生じる外国為替差額ならびに外貨建の貨幣性資産及び負債を期
末日の為替レートで換算することによって生じる為替換算差額は、純損益で認識しており
ます。但し、非通貨性項目の利益又は損失がその他の包括利益に計上される場合は、為替
換算差額もその他の包括利益に計上しております。
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③在外営業活動体の財務諸表
　在外営業活動体の資産及び負債については決算日の為替レート、収益及び費用について
は期中平均為替レートを用いて換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算か
ら生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の累積
換算差額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益に振り替えられます。

（６）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更

　当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第16号「リース」（2016年１月公表、以下

「IFRS第16号」）を適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、本基準の適用に

よる累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

　IFRS第16号の適用に際し、契約にリースが含まれているか否かについては、IAS第17号

「リース」（以下「IAS第17号」)及びIFRIC第４号「契約にリースが含まれているか否か

の判断」のもとでの判断を引き継いでおります。適用開始日から12か月以内にリース期間

が終了するリース契約については、短期リースと同様に処理しております。

　契約がリースであるか又はリースを含んでいる場合、短期リース又は少額資産のリース

を除き、使用権資産及びリース負債を連結財政状態計算書に計上しております。短期リー

ス及び少額資産のリースに係るリース料は、リース期間にわたり規則的に費用として認識

しております。

　使用権資産の測定においては原価モデルを採用しております。使用権資産は、リース負

債の当初測定額に前払リース料等を調整した額で当初の測定を行い、リース期間にわたり

規則的に減価償却を行っております。リース負債は、支払われていないリース料の割引現

在価値で測定しております。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負債の返

済額とに配分しております。適用開始日現在の連結財政状態計算書に認識されているリ

ース負債に適用している追加借入利子率の加重平均は1.6％であります。

　前連結会計年度末においてIAS第17号を適用した解約不能のオペレーティング・リース

契約と、適用開始日において連結財政状態計算書に認識したリース負債の差額は、主にリ

ース期間の見積りの相違によるものであります。

　この結果、従来の会計基準を適用した場合と比較して、当連結会計年度の期首におい
て、有形固定資産315,620千円、有利子負債が924,053千円それぞれ増加しております。ま
た、利益剰余金が608,432千円減少しております。
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３．連結財政状態計算書に関する注記
（１）資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 3,640千円
その他の非流動資産 1千円

（２）資産に係る減価償却累計額
有形固定資産 799,875千円

　なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。

４．連結損益計算書に関する注記
（１）減損損失

　有形固定資産は、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別さ
れる資産グループの最小単位を基礎としてグルーピングを行っております。
　減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に計上しております。
　当連結会計年度においては減損損失を有形固定資産及び無形資産について、将来収益見
込の減少等により、回収可能価額をゼロとして減損損失を111,612千円認識しております。

５．連結持分変動計算書に関する注記
（１）当連結会計年度の末日における発行済株式数

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 11,748,000 － － 11,748,000

（２）新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、親会社であるＲＩＺＡ
Ｐグループ株式会社からの資金調達の他、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し
ております。

②金融商品の内容
　営業債権である売掛金に係る与信先は、クレジットカード会社及び商品代引き決済の宅
配会社等であります。
　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日でありま
す。
　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

③金融商品に係るリスク及びリスク管理体制
　当社グループは、多岐にわたる事業を展開しており、事業を営む上で様々な財務上のリ
スク（為替リスク、金利リスク、信用リスク及び流動性リスク）に晒されており、当該財
務上のリスクの防止及び低減のために、一定の方針に従いリスク管理を行っております。

(ⅰ)為替リスク
　当社グループは、海外で事業を展開しているため、主として外貨建ての営業債権債
務等に係る為替の変動リスクに晒されております。当社グループは、為替の変動リス
クを回避するために、外貨建の営業債権債務について先物為替予約を行う場合があり
ます。なお、当社においては為替変動リスクを回避する目的以外でのデリバティブ取
引は行っておりません。また、期末日現在では先物為替予約は実施しておりません。

(ⅱ)金利リスク
　当社グループは、運転資金及び設備投資資金の調達や短期的な余裕資金の運用にお
いて金利変動リスクのある金融商品を利用しております。当社グループは、当該リス
クの防止又は低減のため、市場の金利動向に留意しながら資金調達をしております。

(ⅲ)信用リスク
　当社グループは、保有する金融資産の相手先の債務が不履行になることにより、金
融資産が回収不能になるリスク、すなわち信用リスクに晒されております。
　当社グループは、当該リスクの防止又は低減のため、過度に集中した信用リスクの
エクスポージャーを有しておりません。また、当該リスクの管理のため、当社グルー
プは、グループ各社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行
うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握しております。また、取引先の信
用状態に応じて必要な担保・保証等の保全措置を講じております。
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(ⅳ)流動性リスク
　当社グループは、手元流動性の維持を目的として当社管理本部においてグループ全
体の年次予算を基礎に予実分析を行うとともに、手元資金の残高推移を月次ベースで
定期検証し、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。また、資金調達
方法の多様化を進めることにより流動性リスクを低減しております。

（２）金融商品の公正価値等に関する事項
　帳簿価額、公正価値及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、帳簿
価額と公正価値が極めて近似している金融商品及び経常的に公正価値で測定する金融商
品については、次表には含めておりません。

（単位：千円）

帳簿価額 公正価値 差額

金融負債

償却原価で測定
する金融負債

長期借入金 93,608 93,383 225

長期未払金 88,378 85,445 2,933

合計 181,986 178,828 3,158

（注）金融商品の公正価値の算定方法
(ⅰ)現金及び預金、営業債権及びその他の債権、その他の流動資産

これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿
価額によっております。

(ⅱ)営業債務及びその他の債務、短期借入金
これらは短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似することから、当該帳簿
価額によっております。

(ⅲ)長期借入金、長期未払金
元利金の合計額を同様の新規借入、又は割賦取引を行った場合に想定される利率で割り
引いて算定する方法によっております。

７．その他の資本性金融商品
　当社は、2020年3月31日に劣後特約付ローンによる資金調達を行いました。
本劣後ローンは、元本の返済期日の定めがなく、利息の任意繰延が可能なことなどから、資
本性金融商品に分類し、資本の部にその他の資本性金融商品として計上しております。
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８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり親会社所有者帰属持分 31円81銭
基本的１株当たり当期損失 14円46銭

９．重要な後発事象に関する注記

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発令等による影響

　2020年４月７日に発令された新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言及

びそれに伴う一部地方自治体の要請等に基づき、一部店舗において営業の休止等を実施して

おります。

　なお、当該措置が翌事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼ

す影響について、現時点で合理的に算定することは困難であります。

行使価額修正条項付き第８回乃至第10回新株予約権（第三者割当て）の発行決議

当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当てによる行使価

額修正条項付き第８回乃至第10回新株予約権を発行することを決議いたしました。

（１）新株予約権発行の概要

発行日 2020年６月５日

新株予約権の総数

2,900,000個

　第８回新株予約権：1,000,000個

　第９回新株予約権：1,000,000個

　第10回新株予約権：900,000個

発行価額

総額 1,771,000円

　第８回新株予約権1個当たり0.70円

　第９回新株予約権1個当たり0.63円

　第10回新株予約権1個当たり0.49円

当該発行による潜在株式数 2,900,000株(新株予約権１個につき１株)

資金調達の額 788,787,660円(注)
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行使価額及び行使価額の修正条件

当初行使価額は、275円とします。

本新株予約権の行使価額は、2020年６月８日に初

回の修正がされ、以後１取引日(株式会社東京証券

取引所において売買立会が行われる日をいいま

す。)が経過する毎に修正されます。本項に基づ

き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前

に行使価額が修正された日(当日を含みます。)の

翌取引日における当社普通株式の普通取引の終値

の91％に相当する金額の１円未満の端数を切捨て

た額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場

合、下限行使価額とします。)に修正されます。

また、いずれかの取引日内に本新株予約権の発行

要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由

が発生した場合には、当該取引日の各取引日にお

いて取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

終値は当該事由を勘案して調整されます。

募集又は割当方法（割当予定先） EVO FUNDに対する第三者割当の方法によります。

下限行使価額 152円

その他

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に

基づく有価証券届出書による届出の効力発生後

に、新株予約権の第三者割当契約（以下「本買取

契約」といいます。）を締結しております。

また、第９回新株予約権の行使については2021年

６月７日以降、第10回新株予約権の行使について

は2022年６月６日以降に行使が可能となります

(但し、本新株予約権につき、当社の指示により前

倒しての行使が可能である旨を本買取契約にて規

定しております。)。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費

用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行わ

れない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動し

ます。
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（２）資金の使途
①　システム投資
②　子会社の資本増強
③　借入金の返済
④　運転資金

（３）新株予約権の行使
　第８回新株予約権の発行後、2020年６月９日までの間に新株予約権の権利行使がありま
した。その概要は以下のとおりであります。
①　発行株式の種類及び株式数　　普通株式　20,000株
②　増加した資本金　　　　　　　3,060,000円
③　増加した資本準備金　　　　　3,060,000円
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10．企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
　当社は、2018年10月に実施したナラカミーチェジャパン株式会社との企業結合について、
前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第３四半期連結会計期
間に確定しております。
　この暫定的な会計処理の確定に伴い、取得原価の当初配分額に見直しがなされており、流
動資産が201,300千円が増加し、流動負債が159,266千円、非流動負債が42,034千円増加して
おります。

取得日現在における支払対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識し

た金額

（単位：千円）

対価 暫定 遡及修正 確定

現金 495,261 － 495,261

（単位：千円）

科目 暫定 遡及修正 確定

流動資産 856,110 201,300 1,057,410

非流動資産 165,345 － 165,345

　資産合計 1,021,456 201,300 1,222,756

流動負債 345,365 159,266 504,631

非流動負債 180,828 42,034 222,862

　負債合計 526,194 201,300 727,494

純資産 495,261 － 495,261

のれん － － －

11．未適用の会計基準等に関する注記
　該当事項はありません。
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貸　 借　 対　 照　 表

(2020年３月31日現在)
(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流動資産 1,183,670 流動負債 1,661,942

現金及び預金 318,936 買掛金 96,152

売掛金 195,704 短期借入金 478,391

商品 475,445 関係会社短期借入金 280,000

貯蔵品 7,544 １年内返済予定の長期借入金 40,000

前渡金 5,007 １年内返済予定の関係会社長期借入金 24,000

前払費用 19,489 リース債務 5,010

未収入金 33,191 未払金 237,988

関係会社短期貸付金 74,000 未払費用 659

その他 56,878 未払法人税等 3,733

貸倒引当金 △2,526 前受金 1,296

固定資産 775,751 預り金 469,452

無形固定資産 115,263 ポイント引当金 3,125

ソフトウエア 500 賞与引当金 901

ソフトウエア仮勘定 114,763 返品調整引当金 1,106

投資その他の資産 660,487 株主優待引当金 20,125

関係会社株式 500,263 固定負債 646,787

出資金 3 関係会社長期借入金 632,000

関係会社出資金 82,674 リース債務 3,838

関係会社長期貸付金 32,000 資産除去債務 10,949

長期前払費用 534 負債合計 2,308,729

差入保証金 45,012 純 資 産 の 部

破産更生債権等 1 株主資本 △349,308

貸倒引当金 △1 資本金 475,012

資本剰余金 496,907

資本準備金 375,012

その他資本剰余金 121,894

利益剰余金 △1,321,142

その他利益剰余金 △1,321,142

繰越利益剰余金 △1,321,142

自己株式 △85

純資産合計 △349,308

資産合計 1,959,421 負債・純資産合計 1,959,421
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損　 益　 計　 算　 書

(2019年４月１日から2020年３月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売上高 3,360,490

売上原価 1,964,101

売上総利益 1,396,388

返品調整引当金戻入額 955

返品調整引当金繰入額 1,106

差引売上総利益 1,396,237

販売費及び一般管理費 1,695,251

営業損失 299,014

営業外収益

受取利息 3,318

為替差益 3,194

その他 1,559 8,073

営業外費用

支払利息 23,197

株主優待関連費用 48,226

シンジケートローン手数料 6,800

その他 2,043 80,267

経常損失 371,208

特別利益

新株予約権戻入益 7,716 7,716

特別損失

減損損失 72,144

倉庫退去費用 1,500 73,644

税引前当期純損失 437,136

法人税、住民税及び事業税 1,349

法人税等調整額 △2,314 △964

当期純損失 436,171
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株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から2020年３月31日まで)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 475,012 375,012 121,894 496,907 △884,970 △884,970

当期変動額

新株予約権の失効

自己株式の取得

当期純損失（△） △436,171 △436,171

当期変動額合計 - - - - △436,171 △436,171

当期末残高 475,012 375,012 121,894 496,907 △1,321,142 △1,321,142

株主資本

新株予約権
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

当期首残高 △72 86,876 7,716 94,592

当期変動額

新株予約権の失効 - △7,716 △7,716

自己株式の取得 △12 △12 △12

当期純損失（△） △436,171 △436,171

当期変動額合計 △12 △436,184 △7,716 △443,900

当期末残高 △85 △349,308 - △349,308
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券

関係会社株式
及び関係会社出資金

移動平均法による原価法

②　たな卸資産
商品　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法を採用しております。
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　４～18年
工具、器具及び備品　　　　　　　４～20年

②　無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
　なお、商標権については10年、自社利用のソフトウエアに
ついては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
法を採用しております。

③　リース資産　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に
よっております。

(3) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　ポイント引当金　　　　　販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧客に付与した
ポイントの使用による費用負担に備えるため、将来の使用に
よる費用負担見込額を計上しております。

③　賞与引当金　　　　　　　従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額
のうち当事業年度の負担額を計上しております。

④　返品調整引当金　　　　　商品の返品による損失に備えるため、過去における返品率等
を勘案し、返品見込額利益相当額を計上しております。
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⑤　株主優待引当金　　　　　将来の株主優待ポイントの利用による費用の発生に備えるた
め、株主優待ポイントの利用実績率に基づいて、事業年度末
日の翌日以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
ております。

(5) 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 125,823千円

　なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。

(2) 偶発債務
　次の関係会社に対して債務保証を行っております。
株式会社トレセンテ 9,113千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
金銭債権 100,643千円
金銭債務 561,759千円

－ 36 －

個別注記表



３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高 888,755千円
営業取引以外の取引による取引高 58,390千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 76株

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
棚卸資産 18,011千円
ポイント引当金 957千円
賞与引当金 275千円
株主優待引当金 6,160千円
有形固定資産 24,373千円
長期貸付金 171,965千円
資産除去債務 3,353千円
その他 9,475千円
繰越欠損金 729,906千円

計 964,478千円
評価性引当額 △964,478千円

繰延税金資産合計 －千円
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６．関連当事者との取引に関する注記
(1) 親会社 (単位：千円)

属性 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注) ３

科目
期末残高
(注) ３

親会社
ＲＩＺＡＰ
グループ
株式会社

（被所有）
直接70.9％

当社役員
の派遣

資金の借入 750,000

１年以内
返済予定の
関係会社
長期借入金

24,000

借入金の返済 374,000
関係会社
短期借入金

280,000

関係会社
長期借入金

632,000

利息の支払い
(注) １

15,681 未払費用 509

当社銀行借入に
対する債務保証

(注) ２
518,391 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　当社はＲＩＺＡＰグループ株式会社より資金の借入を行っており、借入金利は、市場金利を勘案して

決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

２　当社は、金融機関からの借入に対し、ＲＩＺＡＰグループ株式会社より債務保証を受けております。

なお、債務保証の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、当該債務保証につきまし

ては、保証料の支払を行っておりません。

３　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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(2) 子会社 (単位：千円)

属性 会社等の名称
議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注) ２

科目
期末残高
(注) ２

子会社 株式会社トレセンテ
所有

直接100％
役員の兼任

資金の預り 32,624 預り金 451,522

貸付の回収 84,000
関係会社
長期貸付金

32,000

利息の受取
(注) １

2,850
関係会社
短期貸付金

24,000

子会社
夢新開發（香港）

有限公司
所有

直接100％
役員の兼任

利息の受取
(注) １

464
関係会社
短期貸付金

50,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　当社は株式会社トレセンテ及び夢新開發（香港）有限公司に対して資金の貸付を行っており、貸付金

利は、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

２　取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 △29円73銭
１株当たり当期純損失 37円13銭

８．重要な後発事象に関する注記
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言発令等による影響

　2020年４月７日に発令された新型コロナウイルス感染症拡大に伴う政府の緊急事態宣言及

びそれに伴う一部地方自治体の要請等に基づき、一部店舗において営業の休止等を実施して

おります。

　なお、当該措置が翌事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に及ぼ
す影響について、現時点で合理的に算定することは困難であります。

行使価額修正条項付き第８回乃至第10回新株予約権（第三者割当て）の発行決議

当社は、2020年５月15日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当てによる行使価

額修正条項付き第８回乃至第10回新株予約権を発行することを決議いたしました。
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（１）新株予約権発行の概要

発行日 2020年６月５日

新株予約権の総数

2,900,000個

　第８回新株予約権：1,000,000個

　第９回新株予約権：1,000,000個

　第10回新株予約権：900,000個

発行価額

総額 1,771,000円

　第８回新株予約権1個当たり0.70円

　第９回新株予約権1個当たり0.63円

　第10回新株予約権1個当たり0.49円

当該発行による潜在株式数 2,900,000株(新株予約権１個につき１株)

資金調達の額 788,787,660円(注)

行使価額及び行使価額の修正条件

当初行使価額は、275円とします。

本新株予約権の行使価額は、2020年６月８日に初

回の修正がされ、以後１取引日(株式会社東京証券

取引所において売買立会が行われる日をいいま

す。)が経過する毎に修正されます。本項に基づ

き行使価額が修正される場合、行使価額は、直前

に行使価額が修正された日(当日を含みます。)の

翌取引日における当社普通株式の普通取引の終値

の91％に相当する金額の１円未満の端数を切捨て

た額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場

合、下限行使価額とします。)に修正されます。

また、いずれかの取引日内に本新株予約権の発行

要項第11項の規定に基づく調整の原因となる事由

が発生した場合には、当該取引日の各取引日にお

いて取引所が発表する当社普通株式の普通取引の

終値は当該事由を勘案して調整されます。
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募集又は割当方法（割当予定先） EVO FUNDに対する第三者割当の方法によります。

下限行使価額 152円

その他

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に

基づく有価証券届出書による届出の効力発生後

に、新株予約権の第三者割当契約（以下「本買取

契約」といいます。）を締結しております。

また、第９回新株予約権の行使については2021年

６月７日以降、第10回新株予約権の行使について

は2022年６月６日以降に行使が可能となります

(但し、本新株予約権につき、当社の指示により前

倒しての行使が可能である旨を本買取契約にて規

定しております。)。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額(当初行使価額にて算定)を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費

用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の

額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行わ

れない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は変動し

ます。

（２）資金の使途
①　システム投資
②　子会社の資本増強
③　借入金の返済
④　運転資金

（３）新株予約権の行使
　第８回新株予約権の発行後、2020年６月９日までの間に新株予約権の権利行使がありま
した。その概要は以下のとおりであります。
①　発行株式の種類及び株式数　　普通株式　20,000株
②　増加した資本金　　　　　　　3,060,000円
③　増加した資本準備金　　　　　3,060,000円

９．その他の注記
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2020年６月10日

夢展望株式会社
取　締　役　会　御中

太陽有限責任監査法人
　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 木 　 智 博 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 沖 聡 

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、夢展望株式会社の2019年４月１日から2020年３月31
日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計
算書、連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一
部を省略して作成された上記の連結計算書類が、夢展望株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連
結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

強調事項
　連結注記表２．「会計方針の変更」に記載されているとおり、会社は当期よりIFRS第16号「リース」を適
用している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成すること
を認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認め
ている会社計算規則第120条第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合
には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成す
ることを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
2020年６月10日

夢展望株式会社
取　締　役　会　御中

太陽有限責任監査法人
　大阪事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 木 　 智 博 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 沖 聡 

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、夢展望株式会社の2019年４月１日から2020
年３月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に

関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
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　礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第23期事業年度における取締役の職務の

執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況に関して定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する

とともに、下記の方法で監査を実施しました。

　①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査計画及び職務の分担

等に従い、監査等委員会を補佐する会社の内部監査室その他内部統制部門と連携の上、重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求

め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子

会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を

受けました。

　②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び

その理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加え

ました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま

た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131

条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結

財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め

られません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害

さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の

判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果

　会計監査人である太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年６月10日

夢展望株式会社　監査等委員会

監査等委員 八 島 隆 雄 

監査等委員 石 原 康 成 

監査等委員 古 川 純 平 

（注）監査等委員石原康成及び監査等委員古川純平は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定す

る社外取締役であります。

以上
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